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芦屋市では、障がいのある人が安心して利用することができるお店
を増やすために、「芦屋市みんなにやさしいお店登録事業」を実施し
ています。「芦屋市みんなにやさしいお店」とは、障がいのある人が
来店した時に、できる限り配慮することを心がけ、障がいのある人の
社会参加を応援するお店のことです。登録していただくと、登録店舗
の情報を芦屋市のホームページなどに掲載し、「芦屋市みんなにや
さしいお店」として周知していきます。

■日時　12月１日（金）～７日（木）　午前９時30分～午後５時

■会場　芦屋市保健福祉センター１階エントランスホールおよび

　木口記念会館（月曜休館）

※12月２日（土）午前10時30分～午後３時まで木口記念会館１階

　多目的ホールにて授産品の販売会を開催

■問い合わせ　芦屋市障がい者基幹相談支援センター　

　☎31-0739/穐32-7529

■日時　令和６年２月17日（土）午前10時～午後４時
■会場　木口記念会館
■�内容　障がいのある人の就労や障がいのある子の子育てを経験し
た先輩パパ・ママ体験談

などの講演会〈要予約〉、

事業所パネル展示、手作

り商品の販売、ちょこっ

と相談コーナーなど

■申し込み
※�講演会は令和６年１月

10日～２月10日に右上

２次元コードから専用

フォームへ

■�問い合わせ　まるっと
説明会実行委員会事務

局（芦屋市障がい者基幹

相談支援センター）

　☎31-0739/穐32-7529

街中や交通機関等で「もしかして困っているのかな…」「なんて声を

かけようか…」そんな場面に出会うことはありませんか？リードあし

やで、「“相手の視点に立ち、行動する”ことを地域で共有する」をテー

マに、「助ける意思」があることを表すマークを考え、この活動の総称

として「あしや♥おたすけ部」という名

前が決定しました。

■問い合わせ　

�リードあしや�☎26-6452/穐26-6453

◀���登録店舗へ登録内容にあわせた

　「芦屋市みんなにやさしいお店」の　

　ポップを交付します

【合理的配慮の提供への費用を助成】
芦屋市では、お店などが障がいのある人に合理的配慮の提供をするた
めの費用の一部を助成しています。例えば、お店に手すりを付けたり、

コミュニケーションツール（例：点字メ
ニュー・音声チラシなど）を購入したりする
費用が対象になります。
詳しくは２次元コードからご確認ください。

【合理的配慮の義務化とは？】
障がいのある人から、その障がいを理由に何らかの対応をお願いされた
場合、負担が重すぎない範囲で対応することを「合理的配慮の提供」とい
います。
令和６年４月より合理的配慮の提供が民間
事業者の方にも義務化されます。
詳しくは２次元コードからご確認ください。

パンフレット
「合理的配慮の提供が
義務化」
〈内閣府ホームページ〉

合理的配慮提供支援
助成事業
〈市ホームページ〉

市ホームページ

問い合わせ　障がい福祉課☎38-2043/穐38-2160

■�日時　12月10日（日）
　午前10時�～午後４時

■�会場　リードあしや・芦屋市公光
分庁舎

■�内容　トークショー、アパレル・
雑貨販売、介護・障がい相談、各種

美容体験など�

■問い合わせ　一般社団法人カワイク介護悪info@kawaiku-kaigo.com

プログラムは
こちら

リードあしやで無料配布中！

◀�広報番組�「あしやトライあ
んぐる」でも特集しました

講演会予約
フォーム

困っている時にこの缶バッジを
見かけたら気軽に「手伝って」と
声をかけてください！


